
「東京都就職チャレンジ支援事業正社員採用助成金」は、東京都が実施する就職チャレンジ支援事業の職業訓練を修了

した方を採用し育成した企業等に、助成金を交付することにより、訓練修了者の採用・職場定着の促進を図ることを目的

としています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
（１）東京都内に本社又は主たる事業所等が所在していること。 

（２）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。 

（３）都税(法人事業税等)の未納付がないこと。 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行って

いないこと。 

 
 
 

（１）訓練修了者を平成２３年８月３１日までに正社員(※)として採用し、６か月以上継続して雇用していること。 

（２）訓練修了者を正社員以外の社員として採用した場合は、正社員として登用後、６か月以上継続して雇用していること。

（ただし、正社員以外の社員としての採用から正社員に登用されるまでの期間が1年以内であり、平成２３年８月３１日

までに正社員として登用していること。） 

（３）正社員として採用又は登用から６か月以内に、人材育成のための研修を１回以上実施していること。 

※正社員とは、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者と同じであり、雇用期間の定めのない

労働契約を締結し雇用される形態をいいます。また、法令に基づく社会保険(雇用保険、労災保険等)に加入していること

が必要です。 

 

 
 

採用者１人につき１回限り ６０万円（定額） 
 

 

 

生徒が修了した職業能力開発センター・校に、必要な書類を提出してください。（委託訓練（3ヶ月訓練）の場合は、再就職

促進訓練室へ提出してください。）利用申込の期限は採用後３ヵ月以内、交付申請の期限は平成２４年３月３１日です。 

～助成金申請の流れ～ 

 

  

 

 

 
 

 ※本助成金は、平成24年3月31日までに予算の範囲内において交付決定された企業に対し交付されます。（平成23年8月31日まで

に正社員として採用された方について、当該年度の予算の範囲内において交付決定されます。予算を超えた場合には、助成金が交付されな

い場合がありますので、ご了承ください。） 
 

 
 

申請に必要な書類は以下のとおりです。必要に応じて書類の追加をお願いすることがあります。 

（１）助成利用申込（採用３ヶ月以内）に提出するもの 

①採用通知書兼助成利用予定書(東京都様式)  ②雇用契約書等の写し  

③就業規則又はこれに準ずるもの  ④会社案内 

（２）交付申請（採用６ヶ月後）に提出するもの（提出期限：平成２４年３月３１日） 

①交付申請書(東京都様式) ②印鑑登録証明書 ③登記簿謄本 ④都税の納税証明書等  

⑤実績報告書(研修報告用)(東京都様式) ⑥賃金台帳等の写し ⑦出勤簿等の写し 

⑧雇用保険被保険者証の写し ⑨請求書(東京都様式) ⑩支払金口座振替依頼書(東京都様式) 

 

 

 
このちらしの記載内容は、平成 23年 7月現在のものです。 
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１ 対象企業 

２ 助成要件 

３ 助成額 

４ 申請手続き 

５ 申請に必要な書類 

採用 

3ヶ月以内※ 
センター・校 

審査 

採用 

6ヶ月後 

【お問合わせ先】東 京 都 立 中 央 ・ 城 北 職 業 能 力 開 発 セ ン タ ー 再 就 職 促 進 訓 練 室 T E L : 0 3― 5 2 1 1― 3 2 4 5 
〒102-0072 千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター10階 



 

 

 

 

就職チャレンジ支援事業で行っている職業訓練には委託訓練(3ヶ月訓練)と施設内訓練(6ヶ月訓練)があります。 

 

(１)委託訓練(3ヶ月訓練)修了生を採用する場合(年間定員１，８００名程度) 

東京都立職業能力開発センターが民間の教育機関に委託して実施する職業訓練です。修了生を採用ご希望の場合は、

下記 2箇所の就職チャレンジ支援相談室へ求人票を提出してください。相談室では、修了生に対して求人情報提供・合

同面接会の実施等の就職支援を行っており、貴社から受理した求人は、修了生に情報提供いたします。（ただし、平成２

３年８月３１日をもって、就職チャレンジ支援相談室は閉室しますので、ご注意ください。） 

相談室名 電話番号 住所 

就職チャレンジ支援飯田橋相談室（H23.8.31閉室） 03-3239-2810 
千代田区飯田橋３－１０－３ 
東京しごとセンター内 

就職チャレンジ支援国分寺相談室（H23.8.31閉室） 042-326-8666 
国分寺市南町３－２２－１０ 
労働相談情報センター国分寺事務所２Ｆ 

・委託訓練実施科目(例)： 

IT系科目(Javaプログラマ・CCNA・基本情報技術者・Web制作・ITパスポート・初級シスアド等)、事務系科目

(簿記・社会保険労務・税務・医療事務・介護事務・PC会計・Word・Excel・Access等)、キャリアコンサルタント

養成、訪問介護員 2級養成、マンション管理員養成、住宅リフォーム、ビルクリーニング、金融カスタマーなどの科

目があります。 

 

(２)施設内訓練(6ヶ月訓練)修了生を採用する場合(年間定員400名程度) 

東京都立職業能力開発センター・校で実施している6ヶ月間の訓練で、定員(10名～４0名)に対し就職チャレンジ支

援事業対象者用に一定枠(各科2～5名程度)を設け実施しております。 

実施校・科目は下表のとおりです。採用ご希望の場合は、各校へ求人票を提出してください。ただし、高年齢者校の

科目のみ、上記２相談室へ求人票をご提出ください。提出期限は平成２３年８月３１日です。(就職チャレンジ支援事業対

象者のみに対する求人票の提出はできません。)   
実施校名 電話番号 対象科目名 ()内は修了月 

中央・城北職業能力
開発センター 

03-5800-2611 介護サービス科、ＤＴＰ科、グラフィック印刷科、印刷企画営業科 

板橋校 03-3966-4131 三次元ＣＡＤ科、財務管理科、介護サービス科 

高年齢者校 03-5211-2340 インテリアリフォーム科、ビル管理科、ホテルレストランサービス科 

赤羽校 03-3909-8333 建築ＣＡＤ科、物流管理実務科、電気設備保全科 

城南職業能力開発
センター 

03-3472-3411 
ＤＩＹアドバイザー科、配管科、物流管理実務科、ビルクリーニング管理科、設備保全
科、ファッションリテール科、 介護サービス科 

大田校 03-3744-1013 ＣＡＤ製図科、福祉調理科 

城東職業能力開発
センター 

03-3683-0341 電気設備管理科、ビル管理科、溶接科 

江戸川校 03-5607-3681 ＣＡＤ製図科、介護サービス科、グリーンエクステリア科 

足立校 03-3605-6146 ＣＡＤ製図科、住宅内外装仕上科 

多摩職業能力開発
センター 

042-500-8700 
ＣＡＤ製図科、庭園施工管理科、溶接科 
（武蔵野校）調理科、ビル管理科、エクステリア科 ※武蔵野校廃止に伴い、多摩職業
能力開発センターで受け付けます。 

八王子校 042-622-8201 介護サービス科、電気設備管理科、医療事務科 

府中校 042-367-8201 
介護サービス科、ＣＡＤ製図科、電気・通信工事科、セキュリティサービス科、ビルクリー
ニング管理科、ネットワーク施工科 

 

 

 

 

６ 修了生の採用方法 

なお、相談室・職業能力開発センターの紹介によらず、受託校(訓練委託先)の紹介、ハローワークの紹介、修了

生の就職活動による直接採用の場合でも、助成金の交付対象となります。 


